
　使用者名：

様式第11号の2（第8条関係）

誓　　約　　書

　仙北市浄化槽整備条例第19条の規定により、下記の浄化槽の譲渡を受けるに当たり、仙
北市浄化槽整備事業に関する条例施行規程第8条第1項により誓約書を提出します。

譲渡希望者　住所

　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　(※)

(※)本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。

記

　設置場所：

　使用者住所：

　　　⑸　譲渡後における当該浄化槽の故障・不具合等について異議を申しません。

　使用者との関係：

　浄化槽の譲渡後は、当該浄化槽の管理者として、浄化槽法（昭和58年5月18日法律第48
号）、仙北市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、仙北市浄化槽整備事業に関する条例施
行規程及び次に掲げる事項を遵守することを誓約します。

　　　⑴　法令で定められた回数の点検を実施します。

　　　⑵　年2回の法定検査を受検します。

　　　⑶　年3回の汚泥引き抜き及び清掃を実施します。

　　　⑷　法令等で定められた基準値以上の汚水を放流しません。

　　　⑹　譲渡後、当該浄化槽については、返納いたしません。

年　　　月　　　日

仙北市長　　　様

senboku
タイプライターテキスト
（記載例）

senboku
タイプライターテキスト
仙北市角館町中菅沢81-8

senboku
タイプライターテキスト
仙北　太郎

senboku
タイプライターテキスト
仙北市角館町中菅沢81-8

senboku
タイプライターテキスト
仙北市角館町中菅沢81-8

senboku
タイプライターテキスト
仙北　太郎

senboku
タイプライターテキスト
本人

senboku
タイプライターテキスト
※　貸家等の場合は、使用者、譲渡希望者等が異なりますので、記入の際は、上下水道課に　　お問い合わせください。

senboku
タイプライターテキスト
（年1回）

senboku
タイプライターテキスト
※法令では年1回の検査となっていますが、この検査で　改善等の指導があった場合、改善後の検査を実施する　　　　　　ということから年2回とする。




